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富山県告示第24号 

   建築基準法第85条第１項の規定による非常災害区域等の指定について    

 令和６年能登半島地震による災害に関し、建築基準法（昭和25年法律第 201号） 

第85条第１項に規定する非常災害区域等について、次のとおり指定する。 

  令和６年１月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定に係る対象区域 

氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市 

町、立山町及び朝日町 

                             （建築住宅課）  
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